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序. ＩＴ産業をめぐる雇用環境の変化 
 

 （ＩＴがもたらした雇用機会の拡大と国際的な雇用獲得競争の激化） 

 

ＩＴの進展は、ＩＴ産業の発展と幅広い産業におけるＩＴの利用を促し、新たな雇

用機会を生み出している。この成長市場を巡って、欧米先進国のみならず、中国や韓

国、インドなど幅広い国々が参入しており、厳しい競争が国家間で繰り広げられてい

る。ＩＴ市場において生じているのは、これら幅広い国々の間の雇用獲得競争でもあ

り、我が国にとっても、この競争に勝ち抜き、この成長市場における新たな雇用機会

を獲得するために、新たな雇用システムを築くことが求められている。 

 

 （ＩＴが雇用市場の構造にもたらすインパクト） 

 

こうした国際的な環境変化とともに、ＩＴ自身が雇用市場の構造にもたらすインパ

クトも無視できない。 

 

この点に関して、２００２年２月の公表された米国商務省のデジタルエコノミーに

おいては、ＩＴが雇用システムに与える３つの変化を指摘している。第一は、テレワー

クなどの雇用形態の多様化である。ＯＥＣＤも北欧を中心にテレワークが拡大しつつ

あることを報告しているが、こうした雇用形態の多様化は、経営サイドから見れば雇

用獲得の地理的制約が解消することを、労働サイドから見れば就業機会を拡大するこ

とを意味する。多様な雇用形態の間で処遇の均等化が確保されれば、テレワークは柔

軟な雇用市場を確立する起爆剤にもなると思われる。 

 

第二に、外部労働市場の機能がＩＴによって強化されているという点である。米国

の失業者の２割から３割がインターネットを通じて求職活動をしており、これを支え

るon line job search のサイトが約３０００も運営されている実態や、派遣事業にお

いてもＩＴを活用することによって、より迅速な雇用マッチングが実現しつつある実

態が報告されている。 

 

第三に、ＩＴスキルが高賃金をもたらし、人的投資のインセンティブを高め、これ

を支える再教育のシステムが重要になっているという点である。米国ではＩＴスキル

が約２割の高賃金をもたらすことから、lifetime learning tax credit を活用しなが

ら高齢者を中心に再教育が盛んになっていると報告されている。再教育システムを整

備し、再教育へのインセンティブを高めていくことが、成長するＩＴ分野における自

国の雇用機会を拡大する上での鍵となりつつある。  

 

 （ＩＴ産業における新たな雇用システムの構築の必要性） 

 

 このようにＩＴ関連の雇用機会を獲得する上では、雇用形態を多様化し、外部労働
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市場の機能を強化し、再教育システムの整備とそのインセンティブを高めていくこと

が不可欠となっている。 

 

 他方、我が国における雇用市場の現状を見れば、いわゆる日本型の雇用システムの

結果として、新卒で採用された正社員中心の内部労働市場が発達した反面、再教育市

場や外部労働市場は十分発達しているとはいえない状況にある。ＩＴ産業が直面して

いる課題は、国際的・構造的な環境変化の中で、市場の変化に即応して新たな雇用機

会を生み出すためには、新たな雇用システムをどう構築していくのかという点にある。

以下では、ＩＴ産業における雇用システムの現状がこの１０年間でいかに変容してき

たかを検証し、その結果を踏まえて、労使双方にとって望ましい新たな雇用システム

のあるべき姿とこれを実現するための施策について提案する。 

 

 

１．ＩＴ産業における雇用システムの変化 
 

いわゆる日本型雇用システムは、新卒採用中心、年功型賃金体系及び終身雇用とい

う要素からなる。このシステムは、市場環境の変化に応じた雇用の移動を原則企業内

部で実行する点に特徴があり、右肩上がりで雇用市場が拡大し、かつ、技術がキャッ

チアップ型であった時代においては、市場を通じた雇用調整を旨とする海外に比較し

て、より迅速で柔軟な対応を可能とした。 

 

ところが、１９９０年代以降、経済成長が鈍化するとともに、ＩＴを始めとする大

きな技術革新が生じ、また、日本経済そのものがフロントランナーになったという環

境変化を受けて、組織内における雇用調整を旨とする日本型雇用システムの優位性は

揺らいでいる（図表１、本文中Ｐ９１参照）。特に、ＩＴ産業や自動車、金融、商社な

ど市場構造に大きな変革が生じた産業群においては、９０年代後半以降、雇用システ

ムの実態が大きく変容しつつある。ここでは、ＩＴ産業における雇用システムの変容

について、労使双方の取り組みと労働者自身の視点から見た評価を紹介した上で、現

状の成果と限界を浮き彫りにする。この上で、労使双方にとって利益となる新たな雇

用システムが満たすべき条件を提案、合わせてこの条件を確立するための行政、経営、

労働組合の３者が果たすべき役割を提示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 １．ＩＴ産業における雇用システムの変化

日本型雇用システム日本型雇用システム

ＩＴ産業におけるＩＴ産業における
新しい雇用システム新しい雇用システム

・新卒採用と中途採用の最適な組合せ
・賃金体型の多様化（実績、能力、成果）
・ルール化された人材評価
・汎用的な人材教育
・市場によるセーフティネット

・新卒採用中心
・年功賃金
・ルール化出来ない人材評価
・企業固有の人材教育
・企業によるセーフティネット

図表１
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２．ＩＴ産業における新たな雇用システムの概要と経営がはたしている機能 
 

（１）中途採用と中途退職の増加～企業内調整から市場調整へ～ 

 

ＩＴ産業においては、この１０年間で、かつての新卒中心で企業内雇用調整が主で

あった雇用システムが、中途採用も併用する外部労働市場を活用した市場調整型に変

化しつつある。 

 

 ＩＴ関連企業１４社を調査したところによると、ホワイトカラーについては、１０

年前はほぼ新卒採用が１００％であったものが、現在では中途採用の比率が２６％に

まで上昇している。ブルーカラーについては、製造部門の別会社化や、請負やパート

などの非正社員に依存する構造へと、この１０年間で大きく採用形態が変化した。 

 

また、退職状況に関しては、未だ定年退職が中心ではあるものの、２０～３０歳代

の人材が自らの能力や専門性を最大限生かすための転職やスピンアウトや、４０～５

０歳代の人材が早期退職制度を活用して転職する例が増えている（図表２～図表５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表３

図表２

○中途採用先内訳の特徴
　　・バックオフィス（※）→戦略的な人材、即戦力人材の積極活用等、専門性の高い人材のニーズ増大
　　　　　　必要な職種・・企画、マーケティング、コンサルタント、国際戦略、財務戦略、知的財産、法務、特許、営業
　　　　　　中途採用先業種・・金融（銀行、証券）、商社、自動車、通信の一部、同業他社
          ※バックオフィス：企業などで営業や生産部門また経営中枢に対し、事務処理部門のこと。
　　・その他（技術者等）→企業のＩＴ化の進展に伴う事業範囲拡大に対応するため、特定分野での専門性の高い人材のニーズ増大
　　　　　　必要な職種・・ネットワーク技術者、ＳＥ、ＬＳＩ設計等半導体技術者、特定分野でのノウハウ・専門知識保持者、研究者等
　　　　　　中途採用先業種・・同業他社、金融（銀行、証券）、商社、自動車、生保、流通、官公庁、大学等研究員

①　中途採用の増加
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ＩＴ分野トータルでは２６％が既に中途採用に移行している

７４％　：　２６％

（参考）産業全体では中途採用は５％（平成１３年）
　　　　　　　　　　　　　　　　「労働力調査特別報告（総務省）」

転職者総数　３２８万人
転職者比率　５．２％
　　転職者比率＝転職者数÷就業者数

○早期退職者内訳の特徴
　　・２０～３０代→バックオフィス、技術者共に正当な評価を求め、自らの能力・専門性を最大限に活かすための
　　　　　　　　　　　 転職・スピンアウトが中心。
　　　　　　転職先職種・・外資系、ベンチャー、同業他社等
　　　
　　・４０～５０代→早期退職優遇制度を活用し、関連会社への転籍、グループ外企業を中心に新たな就業機会で
　　　　　　　　　　　 活躍し始めている。関連会社への転籍、グループ外企業が中心。
　　　　　　　　　　　異業種への転身、大学教授やヘッドハンティングによる転職のケースもあり。
　　　　　

（ＩＴ関連企業１０社※合計）
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新卒採用の絞り込みと
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②　退職については中途退職の比率が
増加していないが中途退職の数自体は増加している
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（２）転職を円滑化するための措置～年功型賃金と市場型賃金の格差の補填～ 

 

このような変化の過程で、転職や中途採用を円滑に進めるために、従来見られなかっ

た経営側の新たな取り組みが浸透している。まず、年功型賃金と終身雇用制というシ

ステムの中で転職を円滑に進めるために、年功型賃金と市場型賃金の格差の補填を

行っている。こうした措置は、中高年層の「若年時労働分の未払い賃金」の補填とい

う性格を持っている（図表６）。 
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援
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退
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金
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せ
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早期退職優遇制度を実施

※早期退職者への退職金上乗せ制度

※早期退職予定者の休職制度

※早期退職者への転職先と転職元の給与差額補填制度

Ａ社Ａ社 Ｂ社Ｂ社 Ｃ社Ｃ社 Ｄ社Ｄ社 Ｅ社Ｅ社 Ｆ社Ｆ社 Ｇ社Ｇ社 Ｈ社Ｈ社 Ｉ社Ｉ社

退職金
上限額

対象者

上限額
支給年齢
備考

最長期間

支払賃金

対象者

備考

差額給与
補填額

補填期間

備考

２１ヶ月分

５０歳以上

５０歳
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１６ヶ月分

勤続１０年以上
４５～５８歳迄
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４０歳以上
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３５歳以上

５０歳

２４ヶ月分

２８歳以上
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２年

７０％

４８～５５歳

２年

７０％

５０歳以上

３ヶ月

１００％

４５～５８歳

１年

１００％
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５０～５９歳

６ヶ月

９０％

制度なし 制度なし

全額

退職年齢に
応じ一定期間

有

退職年齢に
応じ一定期間

全額
（上限あり）

６０歳迄

幹部社員
対象

全額

定年到達迄の
期間による
（最大７年）

４５歳以上

全額 全額

定年退職迄の
全期間

上限あり

③　非正社員の増加

順位 製造品目 非典型労働者比率

１ 一般電子部品 64.3%
２ 電子管 62.7%
３ 重電機 61.2%
４ ソフトウェア開発 53.5%

５ 電子素材 52.9%
６ ソフトウェア開発 52.9%

７ 一般電子部品 52.8%
８ 通信機 52.4%

９ 電子管 51.7%
１０ ＩＴ電子部品 51.5%

◆非典型労働者比率の高い工場上位１０社

（電機連合調べ  2000年）

106 100
112

157 161

0

50

100

150

200

重電 家電

通信
機・
コン
ピュ
ータ
ー

半導
体・
液晶
電子
部品

◆非典型労働者数の生産業態別推移

    （３年前＝100とした現在の指数）

（電機連合調べ  2000年）

◆非典型労働者数の技術区分別推移

    （３年前＝100とした現在の指数）

（電機連合調べ   2000年）

111 111

133

0

50

100

150

成熟
技術 中間

先端
技術

◆非典型労働者（74,812人)の内訳

67%

18%

15%
請負

派遣

パート・アルバイト

（電機連合調べ  2000年）

契約社員

派遣会社請負会社

パート

アウト
ソーシング

正社員

◆工場内の雇用状況イメージ

注）一部企業では、正社員に対しても兼業禁止規定を一時中断するなど、経営側として労働者の
　　多様な就労形態を容認する動きもある。

図表６

図表４

図表５

（参考）我が国における雇用形態多様化の概念図

＜雇用期間に定めがない労働者＞

正 規 社 員 非 正 規 社 員

＜雇用期間に定めがある労働者
　　　　　　　　　　（有期雇用）＞

派 遣 労 働 者

契 約 社 員

パートタイム労働者

業 務 請 負

裁 量 労 働 労働基準法１４条の有期雇用契約に基づく労働者
「雇用期間に定めがある労働者」

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
「週の労働時間が通常の社員より短い労働者」

労働者派遣法
「派遣元事業者に雇用され、同事業者から派遣
された労働者」

「委託された業務に従事し、当該事業所の指揮命令系統に
入らず仕事を行う者」

約４０００万

約１１００万

約１００万

約１００万
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（３）新たな雇用システムの構築に向けて

こうした年功型賃金体系との調整策と併せて、雇用調整機能の充実が図られている。

第１は仲介機能、第２は汎用的な人材教育機能、第３は能力・成果主義の導入による

人材評価機能の充実である。

　①仲介機能の充実

欧米では民間の仲介事業者による外部労働市場が整備されているが、我が国では外

部労働市場が未整備であるため、民間の仲介業が十分に機能していない。このため、

大企業自らが、雇用の仲介機能をある程度担うことによって、外部労働市場が担うべ

き機能を補い、一定の成果を収めている（図表７）。

例えば、沖電気では、企業内の人材部門が、コンサルティングから求人先とのマッ

チング、更に再教育など一連の雇用仲介サービスを体系的に提供することにより、定

着率９割という大きな成功を成し遂げている。

　②汎用的な教育システムの導入

転職自体が一般化するにつれ、人材に求められる知識や能力は、一企業固有のもの

ではなく、企業横断的に市場で通用するものへと変化している。我が国の企業は、企

業固有の教育機能は長けていたが、ＩＴ産業においては、企業横断的に通用する能力

の獲得を目指す汎用的な教育システムを導入する方向へ変わりつつある（図表８）。

○沖電気の事例　

①　仲介機能の充実

◇転進者・転職先双方にメリットのある紹介

◇転進者の定着率９０％

◇転職先からの再紹介の依頼が多数

本社人事部

マネジメント
会議

推進管理
委員会

Ａカンパニー総務部

Ｂカンパニー総務部

Ｃカンパニー総務部

本社人材支援部

Ａカンパニー管轄グループ企業総務

Ｂカンパニー管轄グループ企業総務

Ｃカンパニー管轄グループ企業総務

本社管轄グループ企業総務

年度計画決定 推進管理（毎月）

推

進

管

理

転

進

実

行

沖ヒューマンネットワーク
人材バンク事業部

業　務
委　託

人員構成
専任常務　 　１名
事業部長　 　１名
推進担当（幹部社員） １４名
推進担当（一般社員） 　３名
　　　合計 １９名

委託内容
• 求人情報の取りまとめ＆周
知（イントラ管理）

• 転進登録者管理＆マインド
形成教育

• 求人先と登録者のマッチン
グ＆求人先案内

• リピート案件処理
図表７
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　③能力・成果主義の導入

市場の変化に応じて、優秀な労働力を獲得し、かつ、円滑に転職を進めるためには、

年功制による賃金ではなく、能力や成果を適切に評価しこれに応じた賃金を支払うこ

とが必要である。調査対象１４社全てが、年功型賃金体系から能力に応じた市場型賃

金体系を導入し、人材評価機能の充実が進んでいる（図表９）。

３．新たな雇用システムにおける労働組合の新しい機能

　このように、ＩＴ産業における雇用システムが大きく変容する中で、労働組合自身

の機能も変化しつつある。電機連合においては、企業内部での雇用安定確保から、市

場を通じた雇用安定確保へと運動方針を変更した上で、市場を通じた雇用安定を図る

ために、企業横断的な労働組合の機能を強化しようとしている（図表１０）。

○その他の事例
・調査対象１４社※中７社が汎用的な教育制度を導入している　→　日立製作所、三洋電機、ＮＥＣ、松下電器、沖電気、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソニー、シャープ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　変身大学
・「本物のプロ」づくりを目指
  したスキルアップ、スキル
  チェンジ教育
・デジタル・ネットワーク技術
  関連、ＳＥ等19学部
・各分野の第一人者が講師
  レベルに応じたカリキュラム

汎用的
人材評価基準
利用

教
育
シ
ス
テ
ム

内部

外部

備考

－ －
ＮＥＣユニバーシティ
・講師、カリキュラム、教材
について大学等外部教
育機関と提携。
・社員が自己啓発のため
受講。一部社外からも受
講受入れ。

スキル転換大学・スキル
アップ大学

→デジタル技術者が５２００
名必要。年齢、職種関係なく
配置転換のための教育シス
テムが必要
・間接部門（７０００名） → １
／３を営業等へ配置転換。
・一般技術者（４０００名）
 →デジタル技術の能力を付
与。

短期ＳＥ育成プログラム

・内外の人材を４ヶ月で即
戦力のＳＥ（各種資格を
取得）へ育成し、拡大す
るシステムサービス部門
の事業へ投入 (配置転換
も可能に）

②　汎用的な教育システムの導入

日立製作所 三洋電機 日本電気 松下電器

各社共通部分

　○職務価値・スキル・成果（プロセス、アウトプット）の組合せによる最適評価
　○評価基準の継続的見直し

その他社の特徴事例
　　　日本ユニシス
 　　　　　能力に関係なくより高い成果を出した者を報いるため能力評価は行わない。
　　　ＮＴＴドコモ
　　　　　成果給＝成果加算（昇給部分）＋成果手当（変動部分）、高スキル者に対する特別給与制度（役員並）→契約社員扱い

○能力＋成果主義賃金体系の事例
　　・成果と能力の比率が、基本給より大きい企業としては、キャノン、ＩＢＭ、沖電気等があげられる。
　　　　　　　　　　→ビジネス目標達成を促進する評価システムの確立が必要　

グレード（職務価値）

＋
行動（プロセス）

＋
成果

グレード（職務価値）

＋
成果

沖電気

一般職 管理職

キヤノン

等級（職務価値）

＋
能力伸長

＋
成果（プロセス含む）

等級（職務価値）

＋
成果（プロセス含む）

一般職 管理職

③　能力・成果主義の導入

図表９

図表８
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（１）多様な雇用形態の認知と処遇の均等化 

 

ＩＴ産業においては、実態上いわゆる非正社員に依存する割合が増大している。こ

うした非正社員に関して、電機連合は、例外的な働き方だからという見方のもと極力

その増大に反対するのはなく、多様な雇用形態の一つという積極的な位置づけを与え

ようとしている。その上で、正社員か否かという理由だけで処遇を差別化するのでは

く、仕事内容に応じた均等処遇を求め、ともすれば市場環境の変化による調整を受け

やすい非正社員の保護を図ろうとしている（図表１１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）職能別能力評価の提案 

 

多様な雇用形態の処遇を均等化するためには、企業横断的な人材評価を確立するこ

とが重要である。また、このことは、転職による賃金変動を避けるためにも不可欠で

ある。このため電機連合は、企業毎に設定された年功型賃金体系から、業界横断的な

業種別・職種別の評価処遇システムへの変革を目指して、職種・職能別の人材評価軸

自体を提案しようとしている（図表１２）。 

 

①　多様な雇用形態の認知と処遇の均等化　       

「２００２年総合労働条件改善闘争に関する件」より抜粋

○電機連合の要望

・募集・採用時における年齢差別禁止の法政化
・雇用労働者一括保護法の制定
　　→派遣労働者・パートタイマー等を含む公正労働基準の徹底
・派遣労働法見直しの前倒し
　　→派遣期間の見直し（３年）
　　→製造部門への派遣業務の検討
・ＳＯＨＯやテレワークなど新しい働き方に対する法整備

＜多様な働き方を容認し、雇用労働者一括保護法の制定＞

いわゆる正規雇用やパートタイマー、アルバイトだけにとどまらず、派遣労働、請負労働、そしてフリーター
も含めて様々な働き方が登場しつつあります。派遣労働や請負労働などで働いている人の中には、厳しい雇用
情勢の中必ずしも正規雇用に比べて労働条件面で劣っているケースもないではありません。しかし、今重要な
ことは「（正規雇用と比べて）不安定だから」とか「労働条件に問題があるから」として、そうした多様な働
き方を認めないのではなく、新たな働き方の一つとして法整面での整備をはかると共に、労働組合等による
チェック機能をきちんと働かせていくことです。そうすることが、そうした働き方で働く人たちの権利保護等
に真に役立つものとなります。

図表１１ 

図表１０

＜雇用対策をめぐる電機連合の基本的なスタンス＞
　　・当面５％を越える高失業率が続くことを前提とした雇用対策の推進
　　・構造改革を背景に社会や産業全体で雇用を受け止める仕組み作り
　　・勤労者個人に焦点をあてた雇用対策の推進

「２００２年総合労働条件改善闘争に関する件」より抜粋

　　　　　　　　　「電機連合  中期運動方針 ２００１～２０１０年新しい豊かさへの挑戦」より抜粋
＜１＞業種別、職種別に産別ミニマム水準の設定と産業間格差を意識した到達努力目標水準を設定。
＜２＞業種別、職種別の産別ミニマムのベースとなるモデル水準は「新しい豊かさ」のコンセプトを最低限

         みたす電機としての生計費論を確立して設定。
＜３＞モデル水準を基本に業種別、職種別に要求水準を設定し取り組む。
＜４＞業種別、職種別の枠組みの中でグループ別統一闘争を構築。

２００２年１月

２０００年７月

１９９７年７月　　　　　　　　　「新しい日本型・処遇システムの構築に向けて」より抜粋

企業の市場原理による海外展開は理解出来るものの、総額人件費抑制論を全面的に出した国際競争力の強化は、労働者の雇用
不安、生活不安を引き起こし、ひいては社会不安によるコスト増を招き、結果として経済社会全体の活力を失わせてしまうこ
とが懸念される。

新たな雇用システムでは、長期的視点にたった長期安定雇用制度の基本的枠組みを維持していくことが重要であり、その枠組
みの下で様々な事業環境の変化に柔軟に対応していくことが望ましい。

企業内部での雇用安定確保中心企業内部での雇用安定確保中心

市場を通じた雇用安定確保中心市場を通じた雇用安定確保中心
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（３）汎用的教育の実施

こうした企業横断的な人材評価を支えるために重要なことが、汎用的な教育機能の

充実である。電機連合は、企業横断的な能力開発サービスを実施し、転職のリスクを

軽減しようとしている（図表１３）。

　（４）市場における雇用調整ルールの確立

我が国においては、企業内部で雇用調整を行うことが一般的であったため、企業横

断的な雇用調整ルールが社会的なルールとして確立していない。労働市場を通じた雇

用調整が不可避となっている中で、ルール不在の状況を放置すると、企業規模（大企

業と中小企業）や雇用形態（正社員と非正社員）による格差が生じることから、電機

連合では、労働者保護の観点から、透明かつ公正な雇用調整ルールの確立を目指して

いる。①外部労働市場のルールとしての雇用調整ルール、②中長期的ワークシェアリ

ング、③内部労働市場のルールとしての緊急時ワークシェアリングの３点を提案して

いる（図表１４～１５）。

　

電機産業職業アカデミー
①在職者を中心とした教育訓練

②教育訓練カリキュラムの作成

③社会（業界）横断的な資格制度の整備

④電機産業内での人材有効活用

⑤雇用政策に対する政策提起

電機産業職業アカデミー
①在職者を中心とした教育訓練

②教育訓練カリキュラムの作成

③社会（業界）横断的な資格制度の整備

④電機産業内での人材有効活用

⑤雇用政策に対する政策提起

連合ハローワーク連合ハローワーク

企業内教育訓練施設企業内教育訓練施設

公的教育機関公的教育機関

連繋

連繋

活用
（設備、講師、講座）

・失業者、転職希望者に対する
　求職支援

・求人企業に対する人材紹介

③　汎用的教育の実施

企　業企　業

社員の能力開発

外部とのネットワーク
（政府等）

外部とのネットワーク
（政府等）

「当面する政策制度課題と電機連合の考え方（２００１／１１／２１）」より抜粋

「電機連合　中期運動方針　２００１～２０１０年新しい豊かさへの挑戦」より抜粋

業種別・職種別闘争体制　＜職種・職能別賃金体系のイメージ＞

②　職能別能力評価の提案　       

①一人ひとりの個性や適正を見つめ、「やりがい、働きがい」が高まる自立化時代に対応した人事処遇システムへの変革をめざし
ます。

②働き方の多様化と自立化の進展の中で年功的処遇システムを見直し、裁量度の高い働き方を前提とした、より、成果を重視した
処遇システムの構築をめざします。　　→成果反映を行う制度確立には納得性と透明度の高い評価システムの確立が必要なこと
から、評価基準、能力や業績・成果の基準を明確にし、本人の意思が十分に反映される評価システムを確立します。

③職種・職能別処遇の標準化を促進する取り組みを行います。　　→労働の自立化・多様化時代の賃金決定においては、従来型の
企業内労働市場における賃金決定からの変革が求められ、産業別に職種・職能別の社会的労働市場が形成されるなかで、職種・
職能別処遇の標準化を促進する取り組みが重要となります。そうした取り組みの中で、産業別の賃金決定のあり方、産業別統一
闘争における新たな要求基準のあり方についての検討を行います。

重電 電子部品 情報通信 Ｄ業種
○職種毎に基本給の交渉を行う
（職能（熟練、能力）は個別に考慮）

組立

機械加工

ＳＥ

設計・開発

Ａ職種

図表１３

図表１２
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（５）経営への監視機能の強化と企業横断的な職能別組合への転換 

 

 市場を通じた雇用安定を図るために提案されているこうした労働組合の新たな機能

は、企業別組合が中心となった労働組合の組織構造では担いきれない面があるのは否

めない。このため、電機連合は、企業横断的な職能別労働組合を組織することにより、

市場を通じた雇用安定機能を強化しようとしている。このことが企業経営そのものを

監視する労働組合の機能を強化するものと位置づけている（図表１６～１７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤　経営の監視　       

「鈴木勝利（電機連合中央執行委員長）インタビュー」（日経ビジネス２００１／１１／２６）より抜粋

総合評価表
0 20 40 60 80 100 120

トヨタ自動車

ソニー

資生堂

キリンビール

松下電器産業

本田技研工業

オムロン

武田薬品工業

キヤノン

高島屋

イトーヨーカ堂

田辺製薬

シャープ

ＴＤＫ

中外製薬

山之内製薬

松下電工

凸版印刷

大阪ガス

ＮＥＣ

ＮＯ

１

２
３

４

５
６

７
８

９

１１

１２

１４

１５
１６

１７

１９

２０

従業員が働き易い
（満点４０点）

経営陣
（満点２０点）

株主重視
（満点３０点）

情報公開

（満点２０点）
社会的責任
（満点２２点）

財務データ
（満点２８点）

点

出典：「良い会社悪い会社」電機連合総合研究センター

満点： １６０点

「電機連合　中期運動方針　２００１～２０１０年
新しい豊かさへの挑戦」より抜粋

コーポレートガバナンスなど経営のあり方とそれに
対するチェック機能の強化が求められている。また、
業績連動型の一時金決算方式の導入などを背景に、
決算に至るまでの日常的な事業活動や経営判断など
についても、労働組合として強い関心を持ち経営提
言を行って行くなど、これまで以上に経営対策活動
について充実した取り組みが求められている。

株主の権利拡大、監査役の権限強化などと共に、企
業内部からの機能として、また日常的な機能として、
労働組合による経営に対するチェック機能の一層の
充実に向けた検討と実践に取り組んでいる。

今回の電機業界の業績悪化について、私は「過剰投資をチェックできなかった責任は組合にもある」と述べました。
組合が何でそんな責任まで負うのかと、奇異に感じるかもしれませんが、それくらいの責任をもたなければ。

会社から財務・経理の説明を受けても、その数字の持つ意味さえも分からないのでは労働組合として一人前じゃない。

株の所有による経営への参加も積極的に進めるべきです。労組が経営に参画していくのは時代の流れだと思います。

図表１６ 

図表１４ 

図表１５ 

④　市場における雇用調整ルールの確立　       

「当面する政策制度課題と電機連合の考え方（２００１／１１／２１）」より抜粋

○ワークシェアのために電機連合が考える前提

「２００２年総合労働条件改善闘争に関する件」より抜粋

・多様な働き方に見合った賃金・処遇制度の見直し→職能別能力評価の提案
　（スキルや能力を企業の枠を越えて評価するシステム作り（社会横断的な資格制度の整備））

構造改革は、労働者の雇用に大きな影響を与える。判例法は事後対処的な性格を持ち判決まで長期にわたることにより当事者双方
に大きな負担となっている。

無秩序な解雇の発生を防止し構造改革の時代の社会ルールの確立をはかるべく、解雇法制の整備をはかること。解雇規制、解雇手
続き、解雇（失業者）に対する手当て、さらには復職なども含めた雇用調整のルールについて、国民的な合意をめざして検討を開
始すること。

雇用調整ルール

ワークシェアリング

中高年や女性など働く意欲と能力ある人たちに対して、労使の知
恵と工夫で様々な就業メニューを用意してきた実績を下に、中長
期的な労働力人口減少に伴う労働力不足を乗り越えるために、多
様な就業形態を評価。

経営サイドに雇用維持を求める一方、労働組合サイドは労働時
間短縮に見合う賃金の減少を一定範囲で許容。

＜中長期的な視点でのワークシェアリング＞ ＜緊急時の雇用対策として雇用維持に向けたワーク
シェアリング＞

外 部 労 働 市 場ルール 内 部 労 働 市 場ルール

雇 用 調 整ルール 中 長 期 的ワークシェアリング 緊 急 時ワークシェアリング

外 部 労 働 市 場ルール 内 部 労 働 市 場ルール

雇 用 調 整ルール 中 長 期 的ワークシェアリング 緊 急 時ワークシェアリング

＜解雇法制の整備と雇用調整ルールの明確化＞

＜市場における雇用調整ルールのイメージ＞

（参考）　個別ルールによる対応の限界

組合員・従業員
の解雇

組合員・従業員
の転籍

労働条件の変更 労働協約の変更 交渉相手の当事
者能力の低下

30人未満 31.4 20.7 37.1 22.9 11.4

30～99人 7.3 28.4 34.9 20.2 8.3
100～299人 8.6 33.7 34.4 18.4 6.7
300～999人 8.1 36.2 30.8 22.7 5.9
1000人以上 4.1 41.5 31.1 19.2 4.7

合計 8.2 35.0 32.7 20.3 6.4

「ワークルールに関する調査報告（２００１年１０月）」日本労働組合総連合会

○協約・協定類締結の状況

○企業組織再編時の雇用への影響

組

合

規

模

別

大企業においては、在職企業による個別転職支援が実施されて
いるが、中小企業においては余力がないため解雇せざるを得ない。

大企業においては、労働協約等企業毎の個別ルールが充実して
いる一方、中小企業はルールそのものが存在しない企業が多い

注）
労働協約等個別ルールには
解雇権等人事上の重要事項
につき条項が含まれている。
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４．労働者の意識と新たなシステムが満たすべき条件 

 

（１）労働者の意識 

 

 ＩＴ産業において生じつつある新しい雇用システムは、個別の企業ごとの取り組み

にとどまっており、前述の労働組合の新たな機能も提案段階であるという意味では、

現状では新たな雇用システムとして十分成熟したものと評価することはできない。し

かしながら、こうした試みを企業横断的なセーフティネットの構築という方向で充実

していけば、労使双方にとってより望ましいシステムに進化する可能性を持っている。 

 

他方、実際にこれら新しい雇用システムの評価を行うべきなのは個々の労働者であ

り、その意識そのもののあり方が雇用システムの変革のあり方を決定する。この点に

関連して、日本的な雇用慣行が確立した高度成長期（昭和４６年）に行われた勤労者

の労働意識調査の結果が興味深い（図表１８）。この調査によると、我が国の労働者

は自分の能力や性格を最大限に活かせる職場で働きたいと考えている一方、職場環境

への満足度は国際的に見ても非常に低くなっている。この結果を反映して、職場を変

わりたいという意識も高く、逆に今の職場を積極的に続けたいという意識は最も低く

なっている（図表１９～２０）。  

 

 以上の結果から、わが国の労働者は、必ずしもひとつの職場、ひとつの企業で一生

働くことを志向しているものではなく、自身の能力を活かすことができるのであれば、

むしろ転職をしたいという意識があることが伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥　職能別労働組合への模索

「電機連合　中期運動方針　２００１～２０１０年新しい豊かさへの挑戦」より抜粋

「鈴木勝利（電機連合中央執行委員長）インタビュー」（日経ビジネス２００１／１１／２６）より抜粋

＜クラフトユニオン（職能別労働組合）を組織します＞

雇用労働者が減少し、一方ではパート、派遣労働者が増加し１千万人に増えています。

低成長や人材派遣業、職業紹介業に対する規制緩和が進むことを背景に、多様な就労携帯で働く労働者がさらに
増大すると思われます。労働組合は、同じ職場に働く、準社員、パート、派遣労働者の労働問題に関心を持ち、
その改善に取り組む姿勢が必要です。

労使協議の課題とし、懇談会の常設し連携を強め、組織化に着手することが必要です。縦型労働市場の変化は、
企業別労働組合を軸とした組織形態に変化を促し、組織化の取り組みも職場を越えて同じ職種の労働者を組織す
る、クラフトユニオンを組織する機能を整備する必要があります。

やはり労働市場が組合組織を作るんです。日本のように１つの会社に入れば定年まで勤める縦型の労働市場では、
企業内組合が一番有効だったわけです。

労働力の流動化が起きたら、企業内組合の範囲は限定されていきます。今日、１００人辞めて、明日、１００人
入ってくるといった組織で、企業別組合と言うわけにはいかんでしょ。横型の労働市場では新しい職能別組合が
できるとか、そういう方向で組合の再編が進んでいくのではないか

（％）

収入が多い

勤務時間が短い

労働条件がよい

仕事がきれいで感じがよい

技術の取得が可能

能力や性格に合う

社会的に意義がある

安定している

将来性がある

通勤に便利

縁故、知人等のすすめ

他に就職先がない

その他

不明 3.1

2.8

6.3

21.6

7.8

4.4

10.6

5.6

0.9

1.2

1.5

9.0

2.2

2.6

5.6

24.8

7.8

3.9

9.0

3.4

3.1

1.4

3.1

6.1

19.5
5.9 16.6

10.5

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

１６～２９歳の若年層

３０～４９歳の中年層

過去も現在も、我が国の労働者は、自分の能力や性格を最大限に活かせる職場で働きたいと考えている。

現在５０歳代のである労働者の
職場選択理由としては、「自分の
能力や性格にあっている」や「技
術の取得が可能」という理由が
多い。

○昭和４６年の勤労者の労働意識調査
    Q：あなたが現在の勤め先に決めたのはどうしてでしょうか。

図表１８ 

図表１７ 
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このことは、ＩＴ産業で形成されつつある新しい雇用システムについても、市場を

通じたセーフティネットのシステムとして確立し、安心して転職できる環境が整備さ

れれば、我が国においても個人個人の積極的な意志としてこのシステムを受け入れる

可能性があることを示唆している。問題は、いかなる環境が整備されれば、労使双方

の選択肢を拡大し、市場を通じたセーフティネットとして機能するのかという点であ

る。そこで以下では、ＩＴ産業にとどまらない転職の事例を検証して、システム構築

のための条件を労働者の立場から検証する。 

 

 

（２）転職の事例から見る新たなシステムが満たすべき条件 

 

 ①中堅・中小企業の経営者の出身から見る条件 

広域多摩地域では、大企業より中小企業の成長率が高い。これら企業の創業経緯を

見ると、技術畑出身者が比較的若い頃（３０代後半中心）に既存企業をスピンオフし

て創業したケースが大きなウェイトを占めている（図表２１）。このように年功型賃

金制度下における「若年時の未払い賃金」という負の重みがない若い人材は、比較的

転職がしやすい状況にあることがわかる。この事例からは、年功制から能力・成果制

への転換と市場で通用する汎用的な教育・再訓練機能の充実が、転職円滑化のために

不可欠な要素であることが示唆される。 

27.5

31.8

37.0

38.0

40.6

42.9

45.8

46.3

46.9

49.4

53.0

28.4

19.9

7.0

9.9

7.1

9.0

11.9

8.6

5.6

7.8

30.0

33.6

55.0

20.8

30.5

42.5

25.4

30.1

30.3

22.2

25.0

6.2

13.7

5.8

32.2

15.5

7.5

19.2

6.6

13.6

20.7

8.7

8.0

1.0

0.2

2.0

3.6

0.0

0.7

5.2

0.5

5.5

2.0

2.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

日本

韓国

タイ

アメリカ

スウェーデン

フィリピン

イギリス

ロシア

ブラジル

フランス

ドイツ

続けたい 続けることになろう
機会があったら
変わりたい

どうしても
変わりたい 無回答

・今の職場を続けたいという
回答は、１１カ国中最下位。
・「続けることになろう」という
受動的勤続意志は際立って
高く、「機会があれば変わりた
い」は米英独仏より高い。

この結果、我が国労働者の転職への意識を諸外国と比較すると、職場を変わりたいという意識はほぼ同
じであるが、積極的に続けたいという意識は低い。

諸外国と比較すると、我が国労働者の職場環境への満足度は非常に低い。

52.5

55.8

69.3

53.0

13.9

49.6

59.0

33.9

37.9

32.6

24.1

37.1

33.1

19.0

31.4

69.9

33.6

22.1

41.8

34.3

37.8

34.3

0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.0

スウェーデン

ドイツ

タイ

フランス

ブラジル

アメリカ

イギリス

韓国

フィリピン

日本

ロシア

2.1

3.7

0.4

5.1

0.9

7.3

10.5

6.3

12.9

7.4

11.2

7.5

5.0

11.3

9.8

14.5

8.7

8.2

17.4

15.0

19.1

26.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

スウェーデン

ドイツ

タイ

フランス

ブラジル

アメリカ

イギリス

韓国

フィリピン

日本

ロシア

スウェーデン

ド イ ツ

タ イ

フ ラ ン ス

ブ ラ ジ ル

ア メ リ カ

イ ギ リ ス

韓 国

フ ィ リ ピ ン

日 本

ロ シ ア

満足やや満足 やや不満不満

＜満足している＞ ＜不満である＞

（％）

我が国の労働者は調査対象国
１１カ国中ロシアに次いで２番目
に低い。

日本日本

図表２０ 

図表１９ 
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 ②ＩＴ産業からの転職例から見る条件 

 ＩＴ産業における転職の成功例を見ると、社外でも通用する能力を普段から身につ

けている例が多い（図表２２）。この事例からも、市場で通用する教育・再訓練機能

が果たす役割はやはり大きいと言える。我が国では、いったん卒業すれば企業組織の

外で教育を受けることは一般的ではないが、個人個人が容易に再教育・自己投資を享

受できる環境を労使官がいかに分担して築き上げるかが課題となる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ＩＴ産業における業種横断的な人材獲得事例に見る条件 

 ＩＴ産業はここ１０年来、積極的に他業種から人材を受け入れているが、その際鍵

となったのは、年功型賃金体系から能力や成果を反映した市場型賃金体系への移行で

ある（図表２３）。こうした賃金体系の変革と市場評価に準拠した人材評価軸の確立

が、円滑な転職を可能とするためには不可欠であると言える。連合の調査でも労働者

の人事評価への不満は強いが、このことは年功制のもと、年齢差以外の評価軸が我が

国では社会的に確立していないことに原因がある（図表２４）。これらのことから、

年齢、性別、学歴、企業名という外見ではなく、個々人の能力を容易に証明できるス

タンダードを確立することが、労働者にとって望ましい新たな雇用システムの鍵とな

ると言えよう。 

①中堅・中小企業の経営者の出身から見る成功の条件　       

広域多摩地域製品開発型企業の出荷額の伸び率（年率）

全盛増業の伸び率

平成５～７年 平成５～７年 平成５～７年
大企業 △２．５％ ２．５％
中堅企業 　７．９％ ６．１％
中小企業 △１．２％ 　６．４％ ７．０％
平均 △０．８％ 　３．１％ ４．８％

（備考）

広域多摩地域製品開発型企業の出荷額の伸び率

△０．５％

１．全製造業については、経済産業省「工業統計表」による。
２．本表における広域多摩地域製品開発型企業の回答企業数は大企業７，
中堅１６，中小企業１３６，計１６９（規模不明１０社を含む）である。

○創業に至る経緯　　　　　　　　　　　　　　　　　

○創業者の元の勤務先における主な職種（部門）　　　　　　　　　　　　　　　　　

注）製品開発型企業の定義
　　　設計能力があり、かつ自社製品を有する(出荷額に占める自社製品比率５％未満除く）企業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典）関東経済産業局データ

単位：％

営業･販売 生産 研究開発 経営企画 総務･経理 情報技術 その他

中小企業 １５．１ ２６．４ ３９．６ ７．５ １．９ ３．８ 　５．７

中堅企業 　０．０ ２５．０ ５０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２５．０
（注）回答企業は５７社（うち中小企業５３，中堅企業４）

単位；％
創業者が既存企業を退職し
て創業（脱サラ・スピンア

ウト）

創業者が既存企業との関係
を保ちつつ独立して創業

既存企業の指揮命令系統の
下、分社･関連会社で創業 創業者が独自創業

中小企業 ７０．０ 　６．７ １０．０ １３．３

中堅企業 １６．７ ５０．０ ３３．３ 　０．０

（注）回答企業は６６社（うち中小企業６０，中堅企業６）

スピンオフして創業した企業の事業概要（抜粋）
・電器メーカー → ・真空表面処理装置製造
・電器部品メーカー → ・抵抗器セラミックス素材の蒸着
・電気機械組立企業 → ・フィルター自動試験器、半導体回路設計
・通信機器メーカー → ・自動機の製造
・機械メーカー → ・プラスチックフィルム製造装置
・自動車工作機械メーカー→ ・工作機械製造、アルミ素材自動仕上げ機
・自動車部品メーカー → ・ローリングポンプ、ホールモーター製造
・レジスター機械メーカー → ・通信用ボード、ソフト
・大手時計メーカー → ・ＮＣ機器、レーザー応用２次元測定器
・バルブメーカー → ・小型ポンプ、モーター製造
・樹脂関連企業 → ・自動車用試作金型製造
・鉄鋼関係企業 → ・医療応用機器、電子応用機器
・鉄鋼メーカー → ・軽４輪生産ラインの設計・エンジニアリング
・船舶用部品メーカー → ・ハードディスク製造自動化装置
・化学分析企業 → ・理化学試験用装置
・精密機器メーカー → ・プログラムレスのＮＣ機器

②ＩＴ産業からの転職例から見る条件
○ＩＴ産業から転出した事例　　　　　　　　　　　

出身企業名 現所属 経緯

Ａ社
通信機器メーカー
社長（64）

◆ 出身企業では電力用トランジスタ、サイリスタ、発行ダイオード等の研究開発に従事。
  ⇒ 光通信用デバイス製造会社を設立。

Ａ社
半導体関連装置メーカー
会長(60)

◆ 出身企業では 1～64 ｷﾛﾋﾞｯﾄの DRAMのプロセス開発に従事。
  ⇒ システムＬＳＩ開発会社を設立。

Ａ社
半導体関連装置メーカー
社長（58）

◆ 出身企業では電卓用ＩＣ開発に従事。
  ⇒ システムＬＳＩ開発会社を設立。

Ｂ社
通信機器メーカー
取締役

◆ 無線技術者（管理職）
⇒ ６ヶ月間出向後に転籍予定のところ、２ヶ月で転籍が決定。給与は現状まま。
⇒ 転籍２年目に取締役就任。実績が評価され、更に転籍受入れ。

Ｂ社
医療機器開発・販売会社
工場長

◆ 工場の管理職として出向
⇒ コストダウン対策への取り組みにより、工場長として転籍が決定。実績が評価され、
   同対策推進に向け、更に転籍受入れ。

Ｂ社
食品メーカー
工場次長

◆ 工場製造部門の管理職として出向。
⇒ 食品工場に関する研究が評価され、転籍が決定。次長に昇進し、品質管理も担当。

Ｃ社
環境装置メーカー
代表取締役（55）

◆知人数名と環境装置メーカーを設立。

Ｃ社
半導体関連装置メーカー
取締役（53）

◆半導体関連装置メーカーからの求人により出向、後、転籍。

Ｃ社
小型モーターメーカー
元取締役

◆人材紹介会社からの求人により転籍

元

図表２１ 

図表２２ 
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 ④三井三池炭鉱労働者の転職例から見る条件 

市場を通じた雇用調整の事例は、ＩＴ産業だけに見られる現象ではない。三井三池

炭鉱閉山の際には、職業訓練や就職相談といった機能を労働組合ＯＢが担い、北九州

地区という限られた地域経済の中でも高い再就職率が実現した。この事例は、労働組

合等による労働者の特性に応じたきめ細やかな転職支援がなされれば、異なる業種へ

の労働者の転職も十分可能であることを示している。特に、我が国の場合、今まで企

業内の雇用調整を旨としてきたため、企業の人材部門や企業別労働組合の内部に人材

関連サービス機能が集積している。これらを外部雇用市場の中でも活用することに

よって、新たな雇用システムにおけるセーフティネット機能が比較的容易に強化され

る可能性が高いと言えよう（図表２５）。 

 

 

③ＩＴ産業における業種横断的な人材獲得事例に見る成功の条件

○ＩＴ企業が中途採用を行った事例　　　　　　　　　　　

◆大手信託銀行にて国際金融・投資銀行・資本市場・審査・

融資・資産業務を担当

◆大手精密機器メーカーにて精密機器営業を担当

◆システム構築専門企業（大手情報システムベンダーの特約
店）にて営業を担当

◆システム構築専門企業（電力系企業）にて新規顧客開拓を
担当

◆大手信用金庫システム部にて安定性預金のバッチプログラ
ムの開発・修正を担当

マーケティング／商品企画
◆ＩＴ関連商社（大手電機メーカーの子会社）にて販売代理店の
育成及び販促運動の支援に従事

◆外資系ＩＴ大手にて半導体事業部に所属し、開発営業を担当

◆Ｘ大学大学工学部情報システム工学科助教授

（４６歳）

Ｅ－ソリューション営業 ＥＲＰコンサルタント2000/11/11入社

（３４歳）

ネットワークＳＩ事業 ネットワーク構築ＳＥ2001/2/1入社

（４４歳）
ＬＳＩ事業部通信ＬＳＩ商品開発2001/8/21入社

常務取締役技術戦略企画室長 企画

本人の経歴

◆大手銀行にて外為・預金・為替・資金・融資業務を担当

◆米系外銀にて投資銀行・融資業務を担当

現所属 応募職種

（４６歳）

金融コマースシステム事業 銀行業務コンサルタント2000/11/1入社

◆半導体商社管理本部情報システム部国内インフラのベース
テクノロジーの構築、管理、運用を担当

（２９歳）
2002/2/1入社 ﾓﾊﾞｲﾙﾀｰﾐﾅﾙ事業部

海外展開企画・
マーケティング

◆仏国ルノーにてエンジン・ギアボックスクロスカンパニー、
マーケティング担当

13.4
3.1
1.7
2.9
3 . 1
5.6
5.7
7.9
13.4
18.0
19.0

31.7
42.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

6.4 13.9 16.2 11.6 4 .4 10.2 6.4 30.9

8.8 18.8 17.8 12.1 6 .3 10.5 5.8 19.9

10.9 20.1 20.0 12.5 5.8 8 .5 5.4 16.8

12.5 20.3 19.1 11.0 5.1 8.4 5.0 18.5

10.9 19.5 19.0 11.7 5.4 8.9 5.4 19.2

0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

300人未満

300人以上

1000人以上

5000人以上

総計

100点 90～99点 80～89点 70～79点 60～69点 50～59点 49点以下 無回答

（参考）労働者の人事評価への不満は強い

出典）９８年連合生活アンケート調査報告

○評価に対して一番不満に感じる点（２つ以内選択）

○人事評価結果についての納得度（100点満点）
労働者の人事評価への不満は強く、このことは年功制のもと、
年齢差以外の評価軸が我が国では社会的に確立していない
ことが原因がある。

評価基準の問題は基準が明確でないことや基準が一貫して
いないことを含めてかなり切実度が高い。

平均７５．５点

明確な評価の基準がない
職場ごとに評価基準がバラバラ
評価者の評価能力に問題がある
がんばってもがんばらなくても同じ

仕事の成果が評価に反映されない

能力が評価に反映されていない

評価結果が処遇に結びついていない

そもそも人事評価はすべきでない

ひとつのミスで評価が悪くなった

自分の責任でない原因で悪くなった

指示目標が高すぎ評価が悪かった

その他

無回答
（％）

図表２４ 

図表２３ 
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５．健全な外部労働市場の構築 ～経営、労組、行政の新たな機能～ 
 

（１）ＩＴ産業の経験を踏まえた雇用市場の制度設計 

 

 （ＩＴ産業における日本的雇用システムの可能性と限界） 

 

 このように、ＩＴ産業等の市場構造の変化が激しい分野では、中途採用や年功型賃

金体系からの脱却など、事実上、いわゆる日本的な雇用システムが大きく変化し始め

ている。外部労働市場が整備されていない状況の中で、こうした動きは、個別企業が

それぞれ転職制度の充実・報酬体系の改革などを通じて実現している。 

 

こうした中で、転職によって成功した事例などが報告されているが、これは、一定

の条件（能力や成果に応じた公正な人材評価制度の確立と多様な雇用形態の間の処遇

の均等化、市場を通じた雇用仲介機能の強化と再教育機会の充実など）が整えば、市

場を通じた雇用安定が可能であることを示唆している。 

 

 他方、現状のまま、個別企業による対応に委ね、社会的な合意形成がなされないま

ま実態が進行すれば、企業規模（大企業と中小企業）や雇用形態（正社員、派遣社員、

契約社員、パート）の違いによる雇用リスクの格差が拡大するおそれがある。また、

経営側から見ても、転職支援機能を内部化することによって雇用調整費用がかさみ、

結果として外部環境の変化に即応した組織改編の予見可能性を低める結果となる。労

使双方とも社会的なルールがないままに、不断に生じる雇用調整に対して個別の対応

に追われる状況を放置すれば、労働者の保護と経営の改革を同時に達成することは難

しい（図表２６、前出：図表１５）。 

 

  

 

図表２５ 

④三井三池炭鉱労働者の転職例から見る条件

三井三池炭鉱閉山に伴う炭鉱離職者の再就職状況
（時系列推移）

就職率

就職者数

1200

1000

800

600

400

200

0

（人） （％）
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

平成９年 平成１０年
６月 ９月 １２月

平成１１年 平成１２年 平成１３年
６月 ９月 １２月 ６月 ９月 １２月９月 １２月 ３月３月３月６月 ３月

（「三井三池炭鉱閉山後の炭鉱離職者の再就職状況に見る労働者の転職可能性」、児玉俊洋）

◇平成９年３月３０日の三井三池炭鉱閉山移行、１５５３名が解雇

◇関係機関による仲介支援（例えば労働組合、ＯＢ等からなる「援護相談員」）

◇再就職を希望した１３１７人に対し、就職率８０％を達成（５０歳以下は９６％を達成）
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 （望まれる雇用市場の制度設計） 

 

 従って、今必要なことは、ＩＴ産業が築きつつある新しい日本的雇用システムが持

つ要素を抽出し、これを個別ルールからＩＴ産業横断的な雇用システムへと進化させ、

市場を通じたセーフティネットのシステムを確立することである。この結果、ＩＴ産

業において、労働者から見れば多様な職業選択が、経営者から見れば多様な雇用形態

の選択が可能となり、労働市場を通じた雇用安定が可能となると思われる。また、こ

うしたシステムは、労働者が企業や働き方を選択することを通じて、経営に対して一

定の監視をするという機能が期待される。さらに言えば、ＩＴ産業において新たな雇

用市場の設計を進めることは、日本全体の雇用システムのあり方を検討する上でも有

益な材料を提供することとなろう。 

 

 ここでは、こうした問題意識から、ＩＴ産業における雇用市場の制度設計の骨格を

提案する。①労使双方にとって雇用形態の選択肢を拡大し、②外部労働市場のセーフ

ティネット機能を強化すると同時に、③社会的な雇用ルールを設定する。これが制度

設計の３つの柱となる。 

 

（２）雇用形態の選択肢の拡大 

 

 正社員中心主義から脱却し、労使双方にとって就業形態の選択肢を増やすことが重

要である。このためには、行政による規制緩和（裁量、有期、派遣）と中間領域の確

立、経営による多様な選択肢の提示、労働組合による保護対象の拡大が必要である（図

２５）。 

  

 同時に、仕事に応じた処遇の均等化を図らなければならない。このためには、能力

や成果に基づく公正な機会平等を実現するため、行政による社会保険や税制上の扱い

の中立化や公正な人材評価軸の提案、経営による成果や能力に基づく処遇体系の導入

と年齢差、性差、学歴差の撤廃、労働組合による非正規社員保護機能の強化と人材評

価軸の提案が必要である（図表２７）。 

図表２６ 

（参考）　個別ルールによる対応の限界

組合員・従業員
の解雇

組合員・従業員
の転籍

労働条件の変更 労働協約の変更
交渉相手の当事
者能力の低下

30人未満 31.4 20.7 37.1 22.9 11.4
30～99人 7.3 28.4 34.9 20.2 8.3
100～299人 8.6 33.7 34.4 18.4 6.7
300～999人 8.1 36.2 30.8 22.7 5.9
1000人以上 4.1 41.5 31.1 19.2 4.7
合計 8.2 35.0 32.7 20.3 6.4

「ワークルールに関する調査報告（２００１年１０月）」日本労働組合総連合会

○協約・協定類締結の状況

○企業組織再編時の雇用への影響

組

合

規

模

別

大企業においては、在職企業による個別転職支援が実施されて
いるが、中小企業においては余力がないため解雇せざるを得ない。

大企業においては、労働協約等企業毎の個別ルールが充実して
いる一方、中小企業はルールそのものが存在しない企業が多い

注）
労働協約等個別ルールには
解雇権等人事上の重要事項
につき条項が含まれている。
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（３）外部労働市場のセーフティネット機能の強化 

 

 企業が内部で行ってきた雇用調整機能を外部化し、労働組合も市場横断的な雇用仲

介機能を強化することが必要である。このためには、雇用関連サービスの規制を原則

自由化し、企業の労務機能のアウトソースと労働組合の機能を強化することが必要で

ある。この結果、転職のリスクが軽減されると同時に、さらに雇用関連サービス自身

が雇用の受け皿ともなることも期待される。また、日本型雇用システムからの移行期

にあたっては、旧システムとの摩擦解消のための措置も必要となるであろう。 

 

 そのためには、雇用サービス関連の自由化の側面でいえば、行政による職業紹介に

関する規制の緩和、経営による人材部門のアウトソース、労働組合による人材機能の

充実などが必要である。旧システムとの摩擦解消の側面でいえば、行政による雇用特

別会計の再構築、経営による年功型賃金との調整策の実行、労働組合による個別紛争

処理機能の充実と産業横断的組織への脱皮が必要である（図表２８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部労働市場のセーフティネット機能の強化

○　行政による雇用特会の再構築と社会人教育の充実（新卒中心主義・
在職者中心主義からの脱皮）

○　経営による年功賃金との調整策の実行

○　労組による個別紛争処理機能の充実と産業横断的組織への脱皮

　企業が内部で行ってきた雇用調整機能を外部化し、労働組合も市場横断的な雇用仲介機能を
強化する。雇用関連サービスの規制を原則自由化し、企業の労務機能のアウトソースと労組機
能を強化する。

　この結果、転職のリスクが軽減され、労働者、経営双方の選択が拡大する。また、雇用関連
サービス自身が雇用の受け皿ともなる。

（１）

（２）

雇用関連サービスの自由化

○　行政による規制緩和（職業紹介）

○　経営による人材部門のアウトソース

○　労組による人材教育機能の充実

旧システムとの 摩擦解消

図表２７ 

図表２８ 

○　行政による社会保険、税制上の扱いの中立化と人材評価軸の提案

○　経営による能力主義に基づく処遇体系の導入（年齢差、性差、学歴差の撤廃）

○　労組による非正規社員保護機能の強化と人材評価軸の提案

雇用形態の選択肢の拡大

　正規雇用中心主義から脱却し、需要サイドにおいては内部労働市場の調整の余地を拡大し
不要な市場調整を緩和すると同時に、供給サイドにおいては幅広い潜在労働者の雇用市場へ
の参入を容易にする。また、処遇均等な多様化を進めることが、能力主義に基づく機会平等
を実現し、企業間の雇用移動を円滑にする。

（１）

（２）多様な雇用形態の処遇の均等化

雇 用 形 態 の 多 様 化

○　行政による規制緩和（裁量、有期、派遣）と中間領域の確立

○　経営による多様な選択肢提示

○　労組による保護の対象の拡大（非正規社員）
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（４）市場における雇用ルールの社会的合意形成 

 

 企業別転職ルールと解雇権濫用判例法理（注）のみでは、企業規模や雇用形態によ

る転職リスクの格差と、転職に関する経営の不透明感を惹起すると同時に、組織変革

への予見可能性を低めて迅速な経営判断の障害となる。従って、雇用市場においても、

暗黙のルールではなく、明示的な雇用調整ルール設定が必要である。内部労働市場に

おける雇用調整ルールとしてワークシェアの議論が提起されているが、外部労働市場

における雇用調整ルールも検討すべき時期にきている。 
（注）解雇権濫用判例法理 
経営者が整理解雇を行う場合、下記の４つの要件をいずれも満たしていなければ、解雇権
の濫用とみなしてその解雇を無効とする法理のこと。過去の裁判判例の積み重ねによって
確立したもの。 
① 人員整理が避けられないほど経営が悪化している。 
② 配置転換や希望退職の募集を行うなど整理解雇を回避する努力をした。 
③ 合理的な基準に基づいて人選を行った。 
④ 労働者に説明して了解を求めたり、労働組合と協議するなど労働者の納得を得られるよ
う努力した。 

 
 雇用に関する社会的ルール形成は、国民生活の安定と企業競争力の強化にとって極

めて重要な論点であり、どういう理念で、いかに透明かつ公正なプロセスでこうした

ルール形成を図っていくかという点が重要である。ここでは、社会的合意形成を図る

上での原則を提案する。 

 

① 透明公平の原則 

 透明、公平な雇用調整ルールを確立し、適切な労働者保護を図ると同時に、予見可

能性を高めて経営の迅速な意志決定を支援することを旨とする。 

 

② 日本型ルールの形成 

 企業内及び市場を通じた雇用安定を実現するため、内部・外部労働市場双方に関連

した包括的な日本型の雇用調整ルールを確立する。 

 

③ 戦略的・斬新的合意形成 

 市場の革新が早いＩＴ産業などを先端的な事例として、斬新的な合意形成を図るこ

とが適当である（図表２９）。 
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図表２９ 

　企業別の転職ルールと解雇権濫用法理のみでは、企業規模による格差の生み、転職に関する
経営の恣意性を生むと同時に、経営にとって見れば相場感なき転職支援コストの生み出し、組
織変革への与件可能性を低めて迅速な経営判断の障害となる。
　従って、暗黙のルールから明示的なルール設定が雇用市場においても必要となる。内部労働
市場における雇用調整ルールとしてワークシェアの議論が提起されているが、外部労働市場に
おける雇用調整ルールも検討すべき時期に来ている。

　企業別の転職ルールと解雇権濫用法理のみでは、企業規模の違いによる転職リスクの格差と、
転職に対する経営の不透明感を惹起すると同時に、組織変革への予見可能性を低めて迅速な経
営判断の障害となる。
　従って、暗黙のルールから明示的なルール設定が、雇用市場においても必要となる。内部労
働市場における雇用調整ルールとしてワークシェアの議論が提起されているが、外部労働市場
における雇用調整ルールも検討すべき時期にきている。

（１）透 明 公 平 の 原 則

（２）日本型ルールの形成

（３）戦略的・斬新的合意形成

透明、公平な雇用調整ルールを確立し、適切な労働者保護を図ると同時に、予見可能
性を高めて経営の迅速な意思決定を支援する。

企業に縛られない市場を通じた雇用安定を実現するための内部・外部労働市場における日
本型雇用調整ルールを確立する。

その際、市場の革新が早いＩＴ産業などをリーディングケースとして、斬新的な合意
形成を図る。
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拘束性

賃金
期間の定めがある

市 場 内 調 整

時 間 給 労 働

期間の定めがない

企 業 内 調 整

年 功 制 労 働

正社員

パート

　契約社員・派遣社員

裁量労働社員

＜ 現 状 ＞

拘束性

賃金

仕事の内容

＜ 将 来 ＞

基幹社員

企業内調整（含むワークシェア）

市 場 内 調 整

仕事内容に応じた賃金

　市場内調整
（外部労働市場ルール）

企業内調整
（ワークシェア等
　　内部労働市場ルール）
　　　・複線型賃金体系
　　　・兼業禁止規定廃止　等

臨時社員

中間形態社員

図表３０
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◇ご協力頂いた企業（ＩＴ関連産業合計１４社）  

 

・ＮＴＴドコモ ・沖電気工業  ・キャノン   ・三洋電機  

・シャープ   ・ソニー    ・東芝     ・日本ＩＢＭ   

・日本電気(ＮＥＣ)  ・日本ユニシス ・日立製作所  ・富士通    

・松下電器産業 ・三菱電機  

 
 

◇ご協力頂いた労働組合  

 

・電機連合 

 

 

 

 

 

 

 

 


